
一ドぢ告示第 ４９号

地域計画 （案）を 作成 した ので 、農業経営まお強化促進法 （［回加 ５５ 年法律

第６５号］第 １９ 条第 ７項の規定に より な告 し、 次に より 縦覧に憔する。

なお 、利 害関係人 は、 当該地域計画 （案 ）に つい て、 意え書を をｍする こと

ができる。

令加 ７年 ３Ｊヨｊ　１２日

一や町長　 ／」ヽ野寺　美 を
ｌ
ｉ

１　 縦覧場所 ・ミ回間

（１）覧城計画（案） の縦覧場所

一‾四χ役場 ２階産業部農林課窓口　 一八Ｆ高朧寺宇大 ＪＩ ＼鉢 ２４ 番９

一戸Ｆホ ームページ

（２）縦覧期間

令和 ７年 ３ｙｘ　１２ 日（水） から 令和 ７年 ３ナ］２６日 （水）ま で（土曜 日、

日曜 日‾ル、び祝 日を 除く 。）

（３）覬間

午前 ８時 ３０ 分か ら午後５ ゆ１５分まで

２　 意見書の提ｉ

（１）提范先

一ドぢ役場　 産業部農林課

（２）を芭方缶

持参 、郵 送、 ファ ック ス（ ０１ ９５ －３ ３－ ３７ ７０ ）、 イン ター ネッ トメ ール

（ｎ ｏｒ ｉｎ ｏｔ ｏｗｎ． ｉｃ ｈｉ ｎｏ ｈｅ ．ｉ ｗａ ｔｅ ．ｊ ｐ）

３　 を芭期限

令和 ７年 ３１ １２ 日（ 水） から 殆勦 ７年 ３大ｊ　２６　日（ 水） まで （縦覧期間

と同 じ。）


